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「持続可能な行財政運営手法の確立」に向けた検討状況について 

 

 

 行財政改革アクションプランの「推進項目№7：持続可能な行財政運営手法の確立」

は、現行プランの策定時に有識者会議からの『長期的な財源不足への対応として歳入

確保以外の対応策も準備すべきであり、何らかの形で推進項目を追加すべきである』

という強い意見を踏まえて位置付けたものである。 

 平成 30 年度から検討に着手し、令和元年度は、田中座長から実現に向けた基本的

概念や内容を整理した「持続的財政運営プロセス」に関する提案※1 を受け、令和２年

度以降は、座長提案をもとに課題の整理※2 や対応策の検討を進めてきたが、これらを

踏まえ、現時点の案を取りまとめたもの。 

 

 

【参考】行財政改革アクションプラン（推進項目抜粋） 
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令和４年４月 20 日現在 

 

 

「箱根町における持続可能な行財政運営手法（プロセス）」（案） 

 

 

１ 本町の財政面における留意点 

(1) 現在の社会経済情勢のまま推移しても、歳入減と歳出増が同時的・継続的に進

行していくため、現状のままでは財源不足が必然的に発生する。 

(2) 財源不足は、今後恒常的に発生するため、既存の経費の組み替えや廃止だけで

これを補うことは困難であり、新財源が必要となる時がほぼ確実に訪れる。 

(3) 観光客の大幅な減少や自然災害の発生など、特殊な事態が発生した場合には、

財源不足がより早く、かつより大きな規模で発生することもありうる。 

(4) (3)のような事態が発生しない場合、町財政の動向に大きな影響を与えるのは

公共事業の実施状況であり、その動向は特に注視する必要がある。 

 (5) 国の制度改正や金利の動向は、町財政に与える影響が大きいため注視する必

要がある。 

 

 

２ 持続的財政運営手法（プロセス）とは 

本町における既存の行財政運営の仕組みを基礎にして、持続可能な財政運営を可

能にするための手順や要領の導入を目的とするものであり、制度や仕組みというよ

りは、手法やプロセスと表現すべきものと考えたもの。 

 

日本語名称：箱根町持続的財政運営プロセス 

英語名称：Hakone Sustainable Fiscal Management Process（H-SFMP） 

 

 

３ 持続的財政運営手法（プロセス）の目的 

  概ね今後 20 年程度の期間（2040 年頃まで）において、本町が必要とされる行政

サービスを適切かつ持続的に提供していくことができるよう、長期の財政面を考慮

して町行政を運営していくこと。 

 

 

 

 

 

 

※「概ね今後 20 年程度」としたのは、この期間中に人口減少高齢化の影響が強く顕在化すると予想される 
ことと、この 20 年程度の期間中に財政運営手法を確立しておけば、その後も財政面の困難な状況に対応 
することが可能になると考えたことの２つの理由による。 
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４ 持続的財政運営手法（プロセス）の考え方 

  「Ⅰ財政見通し」、「Ⅱ規律的財政マネジメント」、「Ⅲ財源捻出策オプション」、

「Ⅳ町民の合意形成」の４つの要素を、短期・中期・長期ごとに、財政見通しを中

心に、それぞれを適切に実施することで持続的な財政運営を目指すもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ Ⅳ

財源捻出策
オプション

町民の合意形成

Ⅱで対応できない、
又は新財源を導入で
きない場合のため
に、予め財源捻出効
果の大きさにより選
択肢（オプション）
を想定しておき、財
源不足額の状況など
により、どれを採用
するか決定する。
（例）
・事務事業の見直し
・町長ヒアリング
・オプションはアク
ションプランに位置
付け

新財源の導入や財源
捻出策の実施につい
て理解してもらうた
めに、町民への周知
や意見聴取、合意形
成に向けた取り組み
を行う。

（例）
・「町の財政と経済
を考える集い」のよ
うな取組み
・住民等説明会

（非常時）

Ⅱ Ⅳ

規律的財政
マネジメント

町民の合意形成

多くの事務事業を廃
止せずに財源不足に
対応できるよう、既
存の制度・仕組みが
より効果を発揮でき
るようなプロセスを
導入・実施する。

（例）
・事業費枠配分
・大型事業の優先
　度設定
・起債・財調残高の
シミュレーション

町の財政状況を正確
に理解してもらうた
めの周知を実施す
る。

（例）
・わかりやすい予算
や行革取組状況の周
知
・予算記者発表
・HP充実

（平常時）

Ⅰ

財政見通し

長期
（10年）

総合計画の
策定時

　　・今後の傾向把握
　　 　(財政見通しと実予算の比較)

　　・大型事業の時期・所要額

中期
（5年）

固定資産税
超過課税の
見直し時

　 中長期財政見通しの策定

短期
（毎年）

新年度予算
編成前・後

　 ・翌年度の財源不足額(見込)の把握
　 ・実施計画ﾛｰﾘﾝｸﾞ（３年先までの不足額を常時算出）

期間 時期

粗

細
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５ 持続的財政運営手法（プロセス）の内容（案） 

 各段階における取組内容の案は、次のとおりである。 

 

Ⅰ 財政見通し 

   長期・中期・短期ごとに、全般的な財政状況と財源不足の発生状況を的確に把

握し、財源不足が生じる見通しの場合には、適切な対策の実施につなげる。 

  〔取組内容案〕 

   ■ 長期…今後の傾向把握（財政見通しと実予算の比較分析） 

        大型事業の実施時期・概算所要額の把握 

■ 中期…中長期財政見通しの作成 

■ 短期…予算編成前の次年度財源不足額見込額の算出（毎年度） 

        実施計画ローリング時の中期財政見通しの更新（向こう３年） 

 

 

Ⅱ 規律的財政マネジメント 

平常時は、財源不足の発生をできるだけ抑制し、非常時は、多くの事務事業を

廃止せずに財源不足に対応できるよう、既存の制度・仕組みがより効果を発揮で

きるようなプロセスを導入・実施する。 

  〔取組内容案〕 

■ 総合計画と予算の連動性向上（不足見込みに応じた枠配分の実施） 

■ 大型事業の実施時期の優先順位付け（予算要求可否の判断） 

■ 財政調整基金残高の確保・起債のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ（将来負担見通し算出） 

 

 

Ⅲ 財源捻出策オプション 

   長期・中期・短期において財源不足の発生が確実となり、かつⅡの規律的財政

マネジメントの手法だけでは十分に対応できない場合や新財源の導入が不調に

終わった場合、思い切った財源捻出策を実行に移す。 

この備えとして、財源捻出効果の大きさにより選択肢（オプション）をあらか

じめ想定しておき、財源不足額の大きさや時間的制約、町民の理解の度合いなど

により、どのオプションを採用するかが異なってくる。 

〔取組内容案〕 

■ 財源捻出策オプションの作成と運用 

第１段階（オプション A）：短期的かつ即時的な手段の実施 

            （事務事業の見直し） 
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第２段階（オプション B）：即時的であるが、実施のハードルが高い手段 

        （町長ヒアリング or ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝに検討実施を位置づけ） 

第３段階（オプション C）：時間はかかるが効果の大きい手段の実施 

                 （アクションプランに検討を位置づけ） 

 

 

Ⅳ 町民の合意形成 

平常時には町民に町の財政状況を正確に理解してもらい、非常時には、新財源

の導入や財源捻出策の実施について理解してもらうために、町民への周知や意見

聴取、合意形成に向けた取り組みを行う。 

なお、この項目は、町民への周知（広報）、町民の意見聴取（広聴）、町民との

意見交換（対話）、町民の理解醸成（合意形成）といった町民とのコミュニケーシ

ョンに関わる要素をすべて含んでいる。 

  〔取組内容案〕 

■ 町の財政状況（長期・中期・短期）の周知     （平常時） 

■ 短期的財源不足への対応策に関する理解醸成    （非常時） 

■ 長期的財源不足に対する新財源導入に関する理解醸成（非常時） 

■ 長期的財源不足への対応策に関する理解醸成    （非常時） 

    →アクションプランの周知（オプションの内容） 

     定期的な周知（わかりやすい予算・行革取組状況・記者発表・納税義務者周知） 

     「町の経済と財政を考える集い」のような機会を設ける 

 

 

 

 

【今後の扱いについて】 

本日の行財政改革有識者会議の意見を踏まえて修正等を行い、次期行財政 

改革アクションプランの推進項目の１つとして位置付ける方向で検討を進め 

ていくもの。 
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（参考１）実際の運用イメージ 

 

【５年毎の作業】 

年 度 項    目 持続可能な行財政運営の観点から実施すること 

N-2 年度 

 

 

 

 

総合計画策定 

（基本構想・基本計画） 

 

 

 

①既存財政見通しと実予算を比較し財源不

足の傾向（拡大 or 縮小）を把握 

②行財政運営に最も影響を与える大型建設

事業の予定と起債基金を踏まえた将来見

込みを算出する 

N-1 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合計画総括評価 

総合計画実施計画策定 

中長期財政見通し策定 

 

 

 

①前計画の総括評価を実施し、実施計画の

策定に活かす 

①実施計画と財政見通しを連動させる形で

策定 

②長期は５年後に次期総合計画策定時の基

準となるため必要 

行財政改革 

アクションプラン 

 

 

①中長期財政見通しの結果に応じて財源捻

出策オプションの内容を決定 

②起債・基金・財源不足の対応は、何らか必

ず位置付ける 

N 年度 

 

固定資産税超過課税 

の見直し 

①超過課税の見直しを含めて、今後５年間

の財源確保のあり方をまとめる 

 

【毎年度の作業】 

月 項    目 持続可能な行財政運営の観点から実施すること 

４月 分かりやすい予算作成 今年度の実施内容をあわせて財政周知 

８,９月 

 

行財政改革有識者会議 

総合計画審議会 

アクションプラン取組状況や総合計画実施

状況に対する意見を伺う→次年度予算反映 

９月 

 

新年度予算関係 

 

次年度財源不足見込みの算出 

大型事業の優先度決定 

２月 予算案発表  

３月 

 

実施計画ローリング 

 

予算を踏まえて３年間の実施計画をローリ

ング（財政見通しも３年間更新） 

随時 周知 財政状況・行革取組状況等周知 
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（参考２）これまでの検討経過 

年 月 日 内   容 備考（資料の項目等） 

平成 30 年度 

 事例調査 

 

 

他団体の事例調査に加え、行

財政運営に係る主な年間事

務を整理した 

 

・他団体の事例調査結果 

 (財政難の要因と再建手法の調査) 

(財政運営基本条例の内容調査) 

・町の行財政運営の現状について 

令和元年５月 16 日 

勉強会 

平成 30 年度の検討結果をも

とに意見交換 

・他団体事例調査結果 

・町の行財政運営の現状について 

令和元年８月８日 

検討会① 

 

 

勉強会を踏まえて調査した

結果をもとに意見交換 

 

 

・夕張市との行政サービス削減内容

との比較結果 

・総合計画と予算編成を連動させて

いる事例調査結果 

令和元年９月 30 日 

検討会② 

検討会①を踏まえて調査し

た結果をもとに意見交換 

・歳入・歳出・町税 50 年推移 

・箱根町未来カルテ 

令和元年 12 月５日 

 検討会③ 

 

 

検討会②時に作成依頼のあ

った資料と観光財源検討会

議用に作成した資料をもと

に意見交換 

・固定資産税の状況 

 （全体、土地、家屋、償却資産） 

・町の歳出の分類結果 

 

令和２年３月 26 日 

 検討会④ 

 

これまでの勉強会と検討会

を踏まえ田中座長が作成し

た資料をもとに意見交換 

・箱根町持続的財政運営プロセスの

提案 

 

令和２年７月 21 日 

 検討会⑤ 

 

前回の田中教授の提案に対

し、具体化に向け町で検討し

た結果をもとに意見交換 

・箱根町持続的財政運営プロセスの

提案に対する検討結果 

 

令和２年８月 11 日 

 有識者会議❶ 

検討会⑤を踏まえた町の検

討状況を説明し、意見を伺っ

た 

・持続可能な行財政運営手法の確立

に向けた検討状況について 

 

令和３年４月 26 日 

 情報提供 

R3 当初予算編成時に実施し

た町長ヒアリングについて

情報提供し意見交換 

・町長ヒアリング時の資料一式 

・町長ヒアリング指摘事項 

・町長ヒアリング結果一覧 

令和３年８月６日 

 有識者会議❷ 

これまでの検討結果を踏ま

え、新型コロナ対応の一環と

して行った３つの取組みに

ついて説明し意見を伺った 

・R2.5 事務事業の見直し 

・R2.10 短期の財源不足額算出 

・R2.10 事業費枠配分と町長ﾋｱ 

令和４年２月 18 日 

 検討会⑥ 

これまでの検討結果を踏ま

えて整理した持続可能な行

財政運営手法のたたき台を

説明し、意見交換した 

・持続可能な行財政運営手法の確立

に向けた検討状況について 

・長期財政ﾌﾚｰﾑの扱いの検討結果 

・今後の財政運営上の留意点ほか 

 


